
サ
シ
ー
ー
サ
ツ

の
み
で
あ
っ
た
。

ザ
シ
ヲ
指
尾

能
楽
部
な
る
油
国
市
，
観
視
泉
か
ら

白
山
へ
の
電
路
申
、
金
床
岩
を
過
ぎ
た
上
部
の
隙
絡

で
、
標
高
一

四
一
八
米
に
在
る
。

サ
ス
Z

指
江

河
北
郡
英
田
郷
に
邸
す
る
部

帯
。

サ

セ

イ

左
開
閉
小
松
の
例
入
。
防
腐
青
子
日
開
地

と
製
し
た
。
元
文
四
年
七
且
三
日
夜
。

ザ
ダ
ケ
シ
ユ
ウ
ケ
ン
佐
竹
秀
賢

能
楽
部
串
由
民

宗
斑
振
光
玄
寺
の
崎
山
。
訴
は
回
頓
、大
行
院
と
務
し
、

W
M
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
明
治
十
九
年
十

一
月
二
十
九

日
六
十
七
践
を
以
て
寂
。

サ
ダ
ケ
シ
ョ
ウ
ゲ
ン

佐
竹
将
監

随
長
十
七
年

前
田
利
長
に
仕
へ
て
三
百
石
を
領
し
た
。
子
孫
相
個
嗣

い
で
滞
に
仕
へ
る
。

サ
ダ
ソ
ガ
ハ
定
曾
川

鹿
島
都
中
挟
領
け
や
き

谷
よ
り
削
で
、
八
幅
削
領
に
て
江
宮
川
へ
宮
市
合
ひ
、
下

流
御
松
川
と
な
る
。
水
源
か
ら
訪
問
合
ま
で
一
粁
許
。

サ
ダ
ツ
グ
定
次

加

賀

の
刀
工
。
加
州
住
定
次

と
切
る
。
弘
治
頃
。

サ
ダ
ツ
グ
貞
纏

加

賀

の
刀
工
。
加
州
佐
藤
原

貞
樹
脂
と
切
る
。
天
正
頃
。

ザ
ダ
ト
シ
定
俊

加
賀
の
刀
工
。
加
州
住
定
俊

作
と
切
る
。
文
明
頃
。

ザ
ダ
ト
シ
貞
俊

加
賀
の
刀
工
。
加
賀
閥
貞
俊

と
切
る
。
冗
文
頃
。

サ
ダ
ヒ
固
定
廃

能
管
の
刀
工
。
能
州
住
定
腐

作
と
切
る
。
天
正
頃
。

サ
ダ
ヒ
固
定
廃

甑
軍
部
本
郷
に
因
す
る
部
出
問
。

サ
ダ
ユ
キ
貞
之

加
賀
の
刀
工
。
鍔
の
作
も
多

い
。
加
州
住
隠
岐
長
右
衛
門
貞
之
、
叉
は
加
州
佐
貞

之
文
政
九
年
八
且
日
な
ど
と
切
っ
た
も
の
が
あ
る
。

天
保
十
一
年
二
且
の
硲
促
に
、
長
右
衛
門
が
御
細
工

腕
御
用
を
勤
め
て
ゐ
た
が
、
先
建
て
出
奔
、
災
の
後

立
廊
り
専
ら
磁
梁
相
聞
候
肱
と
の
取
が
あ
る
。
隠
岐

氏
は
文
政
頃
の
上
申
恕
な
ど
に
賂
木
と
mu
か
れ
、
叉

紳
と
も
普
か
れ
る
o
協
も
お
永
の
頃
に
は
点
行
と
し

た
も
の
も
あ
る
。

サ
ダ
ヨ
シ
貞
吉

加
自
の
万
工
。
承
胞
三
年
前

回
利
治
が
製
作
せ
し
め
て
刑
問
寺
に
山
首
泌
し
た
こ
十

二
刀
巾
に
、
賀
州
佐
際
原
点
音
作
と
銘
じ
た
も
の
が

あ
る
。ザ

ツ
カ
シ
ュ
ウ
雑
草
集

江
沼
山
大
理
寺
rU性

院
に
住
し
た
無
限
遊
技
の
出
稿
で
あ
る
。

サ
ツ
キ

皐
月

掛
川
政
の
頃
、
能
管
で
一
且
十
五

日
を
い
う
た
。
靭
舗
に
商
株
削
子
と
糾
す
る
小
一事
刊

を
食
し
、
男
子
は
田
舶
の
際
市
を

mm
ぬ
る
に
用
ふ

る
ノ
ウ
デ
お
を
打
ち
、
そ
の
後
業
所
休
む
所
も
あ
っ

た。
ザ
ツ
サ
シ
チ
ベ
エ
佐
々
七
兵
衛
丹
羽
長
璽
の

臣
。
殴
長
五
年
八
且
前
間
利
長
短
の
一
た
び
納
潟
し

た
際
、
丹
羽
氏
の
斥
候
と
な
っ
て
働
き
、
浅
封
勝
に

於
い
て
、
長
氏
の
回
神
党
左
衛
門
と
交

A
し
て
首
を

取
っ
た
。

サ
ツ
ザ
シ
ヨ
ウ
エ
キ
佐
々
正
盆
父
係
十
郎
成

治
は
佐
々
成
政
に
養
は
れ
、
段
目
努
吉
に
仕
へ
て
三

千
五
百
石
を
領
し
た
人

o
E径
は
初
め
勘
左
衛
門
と

い
ひ
、
ム
浪
人
後
剃
髪
し
、
問
地
才
右
衛
門
の
包
な
る

を
以
て
金
搬
に
来
。
、
元
和
元
年
の
頃
臨
耐
と
し
て

召
出
さ
れ
、
合
力
米
百
依
を
受
け
、
流
ーズ
元
年
致
仕
、

九
年
残
し
た
。
そ
の
嫡
統
は
快
安

E
俊・
回
目
琢
正
治
・

伯
順
政
資
・
E
命
政
経
・
在
検
政官同
・
大
玄
響
相
綴
い

だ。
サ
ツ
ザ
ト
ノ
モ
佐
々
主
殿
父
際
左
衛
門
は
前

m利
長
に
仕
へ
、
七
百
石
を
受
け
た
。
屯
股
は
十
五

践
で
利
判
的
に
仕
へ
、
新
知
三
百
石
を
受
け
、
後
突
の

品
開
を
併
せ
て
千
石
と
な
り
、
小
々
将
に
列
L
、
高
治

二
年
大
小
持
組
に
巡
っ
た
が
、
病
を
以
て
酢
し
、
見

文
八
年
泌
組
組
と
な
っ
た
。
常
時
中
“
殿
は
災
前
山
積

し
た
の
で
、
縦
断
は
品
開
七
百
石
を
捌
い
て
仮
却
の
途

を
訴
ぜ
し
め
、
時
間
依
三
百
石
で
家
政
を
理
め
し
め
た

が
、
能
〈
そ
の
務
理
を
行
ふ
を
得
ず
、
民
債
銀
二
百

貨
悶
に
訟
し
、
同
血
字
破
れ
て
室
内
に
傘
を
用
ふ
る
に

来
っ
た
か
ら
、
在
資
五
年
貸
銀
b
d

拙附
に
求
め
た
け
れ

ど
も
、
組
加
は
之
を
許
さ
な
か
っ
た
。
宅
殿
乃
ち
版

部
を
直
接
続
円
に
拠
出
す
る
の
飢
階
を
な
し
、
叉
縦

断
の
召
喚
に
も
脳
じ
な
か
っ
た
の
で
、
六
年
九
且
A
H

六
日
滞
は
宅
殿
を
村
労
政
十
郎
の
家
に
、
筋
子
孫
助

を
前
川
町
之
助
の
家
に
山
次
男
左
半
次
を
加
際
刷
岱

〈
後
に
前
川
庇
之
助
〉
の
家
に
、
三
男
平
沢
郎
を
お
傘

十
右
衛
門
の
家
に
世
話
鋼
し
、
十
且
十
H
四
人
に
切
肢

を
命
じ
た
。
時
に
主
殴
齢
五
十
七
、
採
助
三
十
二
、

左
苧
衣
二
十
一
つ
平
況
郎
十
一
。
後
間
州
全
般
の
資
財

を
波
牧
し
た
が
、
彼
の
食
融
に
臨
ず
る
武
器
馬
具
を

悩
へ
、
叉
非
門
的
出
回
世
に
山
地
す
る
軍
用
金
を
鐙
術
中
に

部
へ
て
日
た
。

サ
ツ
サ
ナ
リ
マ
ザ
佐
々
成
政

早
〈
か
ら
緑
町

信
長
に
仕
へ
て
磁
功
が
あ
っ
た
。
天

E
=
E・
信
長
越

前
を
討
っ
て
之
を
平
定
し
、
丸
月
諸
将
を
之
に
封
じ

た
時
、
成
政
は
前
凶
利
家

・
不
破
光
治
と
仲
間
に
府
中

十
政
石
を
領
し
た
。
七
年
成
政
信
長
か
ら
経
中

一酬

を
受
け
、
作
品
山
城
に
移
っ
た
。
十
二
年
期
制
柴
努
苦
の

織
間
信
胤
及
び
徳
川
家
康
と
銭
を
椛
へ
た
時
、
成
政

は
信
郎
等
に
指
し
、
努古
口
の
異
常
た
る
利
家
を
滋
さ

ん
と
欲
し
、
入
用
品
川
八
日
河
北
部
松
川
帆

・
桜
艇
の
方

両
よ
り
兵
を
進
め
て
、
前
田
方
の
朝
日
山
の
織
を
裂

は
し
め
た
が
、
利
家
の
後
容
に
よ
っ
て
返
却
し
、
次

い
で
耐
保
氏
践
を
遣
は
し
て
鹿
島
郡
涜
山
方
面
か
ら

佼
入
せ
し
め
た
が
.亦
長
辿
総
等
の
反
療
に
曾
し
て
、

三
四
二

著
し
き
功
を
嚢
せ
ず
、
僅
か
に
荒
山
に
兵
を
置
い
て

之
を
{
寸
ら
し
め
た
o
是
に
於
い
て
自
ら
大
軍
を
寧
ゐ
、

積
彼
都
宮
島
か
ら
探
川
を
綬
、
九
且
九
日
前
問
民
の

将
奥
村
永
縞
の
守
仰
す
る
末
森
械
を
鈍
う
た
に
、
利

家
は
十
一
日
之
を
数
銭
し
、
成
政
は
隠
賂
鳥
越
械
を

奪
う
た
の
み
で
納
思
し
た
。
図
っ
て
利
家
は
鳥
越
な

回
復
せ
ん
と
企
て
、
十
H
十
四
日
之
を
製
ひ
阿
的
を

諮
し
な
か
っ
た
が
、
荒
山
の
引
は
高
畠
定
育
等
が
攻

め
て
越
将
袋
列
傍
人
を
腐
議
し
た
。
是
の
且
上
移
円
以

勝
は
前

m氏
に
糾
問
す
る
同
盟
の
約
や
r
M現
せ
ん
錦
、

新
川
制
度
城
を
占
領
し
、
十

一
且
利
家
は
氷
見
開
阿

隠
の
域
全
菊
池
武
勝
に
向
背
の
利
害
を
総
し
降
伏
を

勅
め
た
o
是
に
於
い
て
成
政
の
勢
大
に
娃
ま
り
、
そ

の
鰐
墳
を
脆
せ
ん
が
お
、
イ
二
且
遠
江
に
赴
い
て
家

康
に
合
し
た
。
慨
に
成
政
の
沙
桜
沙
羅
越
を
通
過
し

た
と
併
へ
る
も
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
成

政
は
之
に
よ
っ
て
形
勢
t
T
好
鴨
せ
し
め
る
こ
と
を
得

な
か
っ
た
。
十
三
年
二
且
サ
四
日
利
家
ま
た
村
判
一民

駅
等
を
し
て
嘱
披
郡
恕
泊
に
治
療
せ
し
め
た
の
で
、

成
政
は
之
に
報
い
る
お
、
三
且
廿
一
日
河
北
郡
間
以

城
に
来
裂
し
、
四
且
入
日
に
は
利
家
が
箆
に
鳥
越
城

を
攻
め
、
同
且
成
政
は
鳥
越

・
倶
利
伽
続
二
城
の
訟

に
保
ち
得
ぬ
を
隠
っ
て
守
兵
を
同
附
し
た
か
ら
、
前
川

軍
は
代
っ
て
之
を
占
領
し
、
向
抽
出
ん
で
前
回
努
絡
を

今
石
動
に
置
い
た
。
五
周
成
政
は
今
石
励
を
攻
め
し

め
た
が
鑓
た
ず
、
附
し
て
七
且
阿
尾
城
主
菊
池
武
肪

は
迭
に
降
を
利
家
に
紛
う
た
。
こ
の
際
秀
吉
は
上
凶

に
暇
を
得
た
の
で
、
強
て
利
家
の
求
む
る
既
に
従

ひ
、
入
且
八
日
自
ら
成
政
征
討
の
途
に
上
白
、
利山止

を
先
脇
た
ら
し
め
て
、
汁
二
日
呉
服
山
に
附
す
る
に

及
び
、
成
政
は
衆
寡
軸
附
す
る
能
は
ず
し
て
降
し
、
僅

か
に
新
川
一
部
を
賜
は
っ
た
が
、
そ
れ
も
十
玄
年
六

且
利
家
の
管
す
る
腕
と
な
り
、
成
致
に
は
肥
後
一
凶


